
保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
7
2

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
は

口
座
振
替
が
便
利
で
す

振
替
納
税
と
は
、
あ
な
た
の
税

金
を
預
貯
金
口
座
か
ら
自
動
的
に

振
り
替
え
て
納
税
す
る
方
法
で

す
。
振
替
納
税
に
す
る
と
、
納
期

ご
と
に
金
融
機
関
へ
出
か
け
る
手

数
が
か
か
ら
ず
大
変
便
利
で
す
。

ま
た
、
現
在
年
金
か
ら
国
民
健

康
保
険
税
を
納
付
さ
れ
て
い
る
方

も
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
機
関
で
振

替
納
税
の
手
続
き
を
行
い
、
保
険

年
金
課
へ
申
し
出
る
こ
と
で
振
替

納
税
に
変
更
で
き
ま
す
。
申
出
の

時
期
に
よ
り
、
口
座
振
替
に
切
り

替
わ
る
月
が
変
わ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

水
道
課
1
66
◆

1
2
0
6

水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

正
確
に
検
針
す
る
た
め
に
、
メ

ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
物
を
置

い
た
り
、
車
を
駐
車
し
た
り
し
な

い
で
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
犬
を
放
し
飼
い
に
し
た

り
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
近
く
に

つ
な
が
な
い
で
く
だ
さ
い
。

都
市
計
画
課
1
66
◆

1
1
4
2

都
市
計
画
に
関
す
る
公
聴
会

次
の
都
市
計
画
に
つ
い
て
公
聴

会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

都
市
計
画
の
名
称

○（
仮
称
）
東
三
河
都
市
計
画
区

域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の

方
針

○（
仮
称
）
東
三
河
都
市
計
画
区

域
区
分

【
公
聴
会
】

と　
き　
11
月
23
日
㈷

午
後
1
時

と
こ
ろ　
豊
橋
市
役
所
13
階
講
堂

※
先
に
行
わ
れ
た
素
案
の
閲
覧
に

対
し
て「
公
述
申
立
」
が
な
か

っ
た
場
合
は
開
催
し
ま
せ
ん
。

開
催
の
有
無
に
つ
い
て
は
都
市

計
画
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

特
別
障
害
者
・
障
害
児
福
祉
・

経
過
的
福
祉
手
当
の
8
月
〜
10
月

分
を
11
月
10
日
㈫
以
降
に
、
受
給

者
指
定
の
金
融
機
関
に
振
り
込
み

ま
す
。
確
認
し
て
お
受
け
取
り
く

だ
さ
い
。

都
市
計
画
課
1
66
◆

1
1
4
2

臨
港
地
区
指
定
素
案
の
閲
覧

愛
知
県
は
、
蒲
郡
市
内
で
臨
港

地
区
を
指
定
す
る
こ
と
を
検
討
し

て
お
り
、
指
定
区
域
の
素
案
を
作

成
し
ま
し
た
。
次
の
期
間
内
に
閲

覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

閲
覧
期
間　
11
月
9
日
㈪
〜
13
日

㈮　

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

閲
覧
場
所　
愛
知
県
三
河
港
務
所

蒲
郡
出
張
所（
浜
町
4
番
地
2
）

問
合
先　
愛
知
県
建
設
部
港
湾
課

業
務
・
管
理
グ
ル
ー
プ　

☎
052
◆

954
◆

６
５
６
２

産
業
振
興
課
1
66
◆

1
1
1
9

知
っ
て
い
ま
す
か
？

労
働
保
険

会
社
は
、
労
働
者（
パ
ー
ト
・

ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む
）を
1
人
で

も
雇
用
す
れ
ば
、
必
ず
労
働
保
険

に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

（
農
林
水
産
業
の
一
部
を
除
く
）。

ま
だ
加
入
手
続
き
を
し
て
い
な

い
事
業
主
の
方
は
加
入
手
続
き

を
、
働
く
皆
さ
ん
は
、
加
入
し
て

い
る
か
の
確
認
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
合
先　
豊
川
公
共
職
業
安
定
所

蒲
郡
出
張
所
業
務
係

☎
67
◆

８
６
０
９

2009.11
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　11月は「労使の協力で進めよう　労働時間
の適正化」をスローガンに全国一斉にキャン
ペーンが行われます。その一環として、愛知
労働局の担当官による長時間労働による健康
障害の防止や賃金不払残業などに係る電話無
料相談が行われます。

と　き　11月21日（土）午前9時～午後5時

＜専用フリーダイヤル＞
　☎0120◆794◆713（なくしましょう　長い残業）

問合先　愛知労働局監督課
　　　　☎052◆972◆0253

「労働時間適正化キャンペーン」
無料電話相談

産業振興課 ☎66◆1119

　サラ金やクレジットの借金でお悩みの方
に、弁護士、司法書士、相談員などがお答え
します。

と　き　11月14日（土）午前10時～午後3時
ところ　 東三河県民生活プラザ（東三河総合

庁舎1階）
※ ほか県下4カ所の県民生活プラザ（中央・
尾張・知多・西三河）でも実施します。

相談方法　電話または面談

問合先　東三河県民生活プラザ
　　　　☎0532◆52◆7337

「愛知県多重債務者相談強化月間」
無料相談会

産業振興課 ☎66◆1119


